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木津川市教育委員会会議録 

令和６年第１回木津川市教育委員会定例会 

 

○日 時：令和６年１月２９日（月）  午後２時から午後３時１７分まで 

○場 所：木津川市役所 ５階 全員協議会室 

○出席者：森永重治教育長、有賀やよい委員、小松信夫委員、佐脇貞憲委員、皆川麻紀委員 

（事務局）竹本教育部長、八田理事兼文化財保護課長、大村理事、吉村理事、吉岡教育部次長兼こ

ども宝課長、平井学校教育課長、福井学校教育課担当課長、東村社会教育課長 

      

 

傍聴の申請があり、木津川市教育委員会会議規則第１２条及び木津川市教育委員会傍聴規則第２

条の規定に基づき、許可する。 

 

    <傍聴者入室> 

 

１．開 会   教育長 

   教育長あいさつ 

 

２．前回会議録の承認 

   異議なく承認された。 

 

３．議事 

《議案第１号 木津川市公民館条例の一部改正について》 

   教育長が、事務局に説明を求めた。 

   事務局が、議案書に基づき説明を行った。 

 

  〔説明〕 

公民館の使用料について、実態に合わせて改正するもの。併せて使用料の減免基準につい

て、他の社会教育施設に関する条例の体裁に合わせるもの。なお、本議案については１月２

４日開催の木津川市社会教育委員会で承認された。 

 

【質疑】 

    教育長：この改正により市民の方に不利益になることはないのか。 

    事務局：ない。 
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  【採決】 

    教育長が議案第１号について採決を行い、全員一致で可決された。 

 

《議案第２号 木津川市体育施設条例及び木津川市都市公園条例の一部改正について》 

   教育長が、事務局に説明を求めた。 

   事務局が、議案書に基づき説明を行った。 

 

  〔説明〕 

    社会体育施設の営利目的での使用を認めるため、所要の改正をするもの。なお、本議案に

ついては１月２４日開催の木津川市社会教育委員会で承認された。 

 

【質疑】 

    教育長：営利目的での使用について、近隣市町の規定はどうなっているのか。 

    事務局：近隣では城陽市、八幡市、京田辺市等が営利目的での利用を認めている。認めて

いないのは宇治市、向日市。京田辺市は細かく規定されている。アマチュアスポー

ツ大会、プロスポーツの興行などでも金額が違う。城陽市、八幡市は通常料金の１

０倍、精華町は１０割増しなど。 

    教育長：都市公園の所管はどこか。 

事務局：公園については建設部管理課が所管しているが、附属するテニスコートやグラウ

ンドについては別途規則を設けて、社会教育課が所管している。 

    教育長：営利目的の利用を許可することで、一般の市民の利用に支障はないのか。 

    事務局：営利利用に対する内規を設けて利用を制限して対応する予定である。利用の多い

土日祝日及び平日の午前中は利用不可とする。また、１日に使用できる時間や面数

などにも制限を加え、営利目的の利用を認める時間帯でも、一般利用できるように

する。  

    教育長：平日の午後は利用が少ないのか。 

    事務局：回転率を出した。土日祝日の午前は９０％以上、午後は８０％、午後５時以降は

３０％。平日午前は８０％以下、午後は４０％以下という結果であり、影響は少な

いと考える。 

 

  【採決】 

    教育長が議案第２号について採決を行い、全員一致で可決された。 

 

《議案第３号 木津川市教育委員会の所管する事務の管理及び執行の状況の点検・評価に関する

報告書（令和４年度実施事業）について》 

   教育長が、事務局に説明を求めた。 
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   事務局が、議案書に基づき説明を行った。 

 

  〔説明〕 

    令和４年度の事業について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条の規定に

基づき作成し、市議会に提出するとともに、公表するもの。 

 

【質疑】 

    教育長：重点目標の立項は教育振興基本計画に基づいているのか。 

    事務局：そのとおり。後期の計画に基づいている。 

    教育長：４年度決算の中で、重点目標に関わる事業について取り出しているのか。 

事務局：そのとおり。 

委 員：図書館の貸し出し冊数が増加しているが、理由は何か。 

事務局：利用の啓発を継続していることと、新型コロナウイルスの感染が落ち着いてきて

いることが考えられる。 

 

  【採決】 

    教育長が議案第３号について採決を行い、全員一致で可決された。 

 

４． 教育長報告（令和５年１２月２３日～令和６年１月２９日） 

  教育長が、事業報告に基づき報告を行った。中でも次の点について、説明があった。 

  ・１２月２５日 京都府教員等の資質の向上に関する協議会にオンラインで参加した。 

・ １月 ７日 午前中に令和６年度木津川市消防団出初式、午後から二十歳のつどいに教育

委員もともに出席した。 

・ １月１０日 きずなプロジェクトあいさつ運動で木津南中学校の登校時に合わせて訪問し

た。 

・ １月１６日 ４日間に分け、管理職などが、全小学校に分かれて登校見守りボランティア

の方へのお礼に回った。 

・ １月２５日 令和４年度に小学校への寄附のお礼として、タツタ電線株式会社の方を招

き、州見台小学校で子どもたちが作成したメッセージを手渡し、給食の試食会

を開催した。 

        安全安心まちづくり会議では、市長など市の幹部や、警察署長などが一堂に

会して、会議を行っている。 

・ １月２７日 第１０回当尾文化祭に参加。 

・ １月２８日 歴史めぐりマラソンを開催した。約６００名が参加された。 

・ １月２９日 令和５年度木津川市総合教育会議を開催し、教職員の働き方改革について市

長と意見交換した。また、城山台小学校を視察した。 
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５．その他 

（１）今後の行事予定 

   事務局が、今後の行事予定について説明を行った。 

 

（２）第２次木津川市教育振興基本計画（パブリックコメント）について 

   事務局が資料に基づき説明した。 

 

【質疑】 

    教育長：今後の予定は。 

    事務局：現在パブリックコメントの回答を作成中。２月８日の策定委員会で協議し、答申

する。 

     

 （３）第２次木津川市生涯学習推進計画（パブリックコメント）について 

    事務局が資料に基づき説明した。 

 

【質疑】 

    委 員：パブリックコメントの平均的な提出人数はどれくらいか。 

    事務局：市が実施しているもので意見が０件のものも多い。昨年度教育委員会で実施した

小中学校の在り方検討に対しては、約１２０件、４０人近くの方からの意見があっ

た。今回の３人から１３件は平均的な意見の件数であると思われる。 

 

 （４）令和６年度の二十歳のつどいについて 

    事務局より、現在の検討状況について説明があった。 

    現在は精華町のけいはんなホールにおいて２部制で開催している。１部と２部の入れ替え

が必要なため式典のみとしている。新型コロナウイルス感染症の対策緩和により対象者が一

堂に会する１部での開催を検討したが、ここ数年でけいはんなホールの駐車場数が減少して

おり、周辺道路や商業施設への影響を懸念し断念した。けいはんなホールの状況は、当分改

善の見通しがなく、また、対象者全員が一堂に会し、式典だけではなく、より思い出に残る

充実したつどいとするため、来年度からは奈良市のなら１００年会館に会場を変更する方向

で検討している。収容人数は１５００人で、けいはんなホールより５００人多いこと、ＪＲ

奈良駅から徒歩５分以内であり、立地がよい。成人の日の三連休で、奈良市が使用しない土

曜日に開催する。周知については、市広報２月号に掲載し、市の公式ＬＩＮＥでも情報を発

信する。 

 

【質疑】 

    委 員：開催は午後になるのか。 
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    事務局：午後を予定している。 

    委 員：例年実行委員会はいつから始動しているのか。 

    事務局：応募は受け付けている。来年度は夏頃から始動したい。 

    委 員：父母等の参列希望はあるのか。 

    事務局：市に直接希望されてはいないが、一定の観覧希望はあると思われる。 

    委 員：中央体育館では２階に父母等の観覧席があり、多くの方が来られていた。以前は

成人者の先輩などが来ていることもあったが。 

    事務局：現在は先輩などは会場に入れない。 

    教育長：新型コロナウイルスの影響は大きかった。実行委員を増やして参画してもらいた

い。木津川市はホールを借りる、奈良市は木津川の花火を見てもらうなど、相互に

協力できればいい。市長の理解も得られている。 

    委 員：今年度初めて参加した。つどいの企画内容が少なかったようだが、何か制約があ

るのか。 

    事務局：２部制による時間的制約で式典のみとなっており、コロナ禍以前のような実行委

員によるレクリエーションは実施できない。今年度は実行委員の応募がなかなかな

く、式典中の企画を充分考える時間もなかった。令和６年度の実行委員について

は、すでに１名応募があり、そこから広げていきたい。 

    委 員：なら１００年会館はアクセスもよく、終わった後も出かけやすい。中央体育館か

らけいはんなホールに会場を変更したのは中央体育館の工事によると聞いている

が、終了後に体育館に会場を戻さなかった理由は何か。 

    事務局：平成２９年度、中央体育館改修工事によりけいはんなホールに変わったが、参加

者から好評であった。また準備や空調の面でも体育館での開催は大変だった。今年

度約７０％、６５３人の参加があり、人数的にも体育館では入りきれない。 

    事務局：中央体育館には空調がないため寒い。また全面にシートを敷く必要があり、準備

に相当の時間を要する。そのため人件費などの経費も必要。 

    委 員：奈良へはＪＲを利用することを想定しているのか。駐車場は。 

    事務局：地下に奈良市営駐車場がある。来賓用には当日借り上げることも検討している。 

    委 員：開催費用は増えるのか。 

    事務局：施設使用料はなら１００年会館の方が安くなる。全体としてあまり変わらない。 

 

 （５）市立小中学校の令和５年度卒業式、令和６年度入学式の日程について 

    事務局が予定について説明した。 

 

 （６）次回教育委員会は、令和６年２月２６日（月）午前に開催予定とすることを確認した。 

     

教育長が、会議を閉会した。 


